⑨

《一般廃棄物収集運搬業許可申請について》
　一般廃棄物収集運搬業許可申請を行う場合の提出書類及び添付しなければならない書類等は、下記のとおりです。提出書類は、許可の基準に適合していることを確認するためのものです。

（許可基準）　イ　申請内容が一般廃棄物処理計画（別紙のとおり）に適合していること。
　　　　　　　ロ　一般廃棄物の処理を的確に行うに足りる能力及び技能を有すること及び継続的に業務を行えるに足りる経理的基礎を有すること。

· 申請書類一覧

	書類の名称
	留意点等
	更新
申請時

	
	法人の場合
	個人の場合
	

	許可申請書
	※記入例を参考に記入漏れのないよう。
	○

	事業計画
	※記入例を参考にし、「事業概要」については丸写しせず、実情にあわせて記入してください。
	×

	事業の用に供する施設

（収集運搬車両等の一覧）
	※記入例を参考に記入漏れのないよう。
	×

	事務所平面図・見取図
	・事務所の位置及び寸法等がわかるように記入すること。
・所有者等が確認できる書類を添付すること。申請者に所有権等がない場合、契約書(写)・使用承諾書等を添付すること。
	×

	事業場平面図・見取図
	・事業場(駐車場等)の位置及び寸法等がわかるように記入すること。

・所有者等が確認できる書類を添付すること。申請者に所有権等がない場合、契約書(写)・使用承諾書等を添付すること。
	×

	車両の写真(1)・(2)
	以下の写真を貼付すること。

1 【全車両共通】
斜め前方および斜め後方（両側面が確認できるもの）から、ナンバーおよび社名（屋号）が確認できる写真

2 【パッカー式・コンテナ式以外の車両】
シートを装着した状態の写真　※社名（屋号）がわかるように
（廃棄物の飛散または転落防止のため）

3 【ダンプできない車両】
安全帯を装着した状態の写真

（ごみピットへの転落防止のため）
	×

	申請者の業務経歴
	法人設立後の業務経歴を全て記入のこと。
	
	×

	欠格条項に該当しない旨の申告書
	各条項に該当していないことを確認後、申告すること。

※調査の結果、欠格条項に該当していた場合は廃棄物処理法により申請は不許可となります。
	〇

	役員名簿
	登記簿記載の全役員（監査役含む）及び政令で定める使用人の氏名等を記入。
	政令で定める使用人がいる場合のみ記入。
	○

	従業員数
	※記入例を参考に記入漏れのないよう。
	○

	収集予定事業所名簿
	※記入例を参考に記入漏れのないよう。
	○

	他市町村での一般廃棄物収集運搬状況等
	他市町村の一般廃棄物収集運搬業許可を取得し、業務を行っている場合は、全て記入し、許可証(写)を添付すること。

該当がない場合は、「該当なし」と記入すること。
	○


※更新申請の場合、『×』印のついた書類は、内容に変更がない限り省略できます。
　変更がある場合は、別途『変更届』の提出が必要です。
※住所や氏名等、個人を特定するために必要な書類については省略せず、正確に記入してください。
· 添付書類一覧　※申請書とは別に以下の書類の添付が必要です。
	書類の名称
	留意点等
	更新
申請時
	取得
機関

	
	法人の場合
	個人の場合
	
	

	定款又は寄付行為（写）
	要
	
	×
	―

	履歴事項全部証明書（原本）

※３ヶ月以内に発行されたもの
	要
	
	○
	法務局

	心身の故障により業務を適切に行うことができない者でない証明書（原本）
	役員（政令で定める使用人含む）全員の登記されていないことの証明書又は医師からの診断書
	登記されていないことの証明書又は医師からの診断書
	〇
	法務局

	履歴書

（市販のもので可）
	役員（政令で定める使用人含む）全員の履歴書（最終学歴以降の履歴記載のもの）
	申請者（政令で定める使用人含む）の履歴書（最終学歴以降の履歴記載のもの）
	×
	―

	住民票（原本）

※３ヶ月以内に発行されたもの
	役員（政令で定める使用人含む）全員の住民票
※本籍地及び筆頭者記載のもの
	申請者（政令で定める使用人含む）の住民票
※本籍地及び筆頭者記載のもの
	○
	地域センター等

	自動車検査証等（写）

（車検証）
	①有効期間内のもの

②所有者又は使用者欄の氏名又は名称が申請者の氏名又は名称と異なる場合は、契約書(写)・使用承諾書等を添付。
③電子車検証の場合は自動車検査証記録事項を添付。
	×
	―


	収支状況が確認できる

書類(①、②両方必要)
	①過去2ヶ年分の決算書（写）
※直近に赤字決算がある場合には「経営健全化事業計画書」を添付。

②過去2ヶ年分の法人税納税証明書その1（原本）
	①(市・県民税)所得・課税証明書(原本)

②過去2ヶ年分の所得税の納税証明書その1(原本)

	○
	・法人税納税証明書
・所得税納税証明書

⇒税務署

・所得・課税証明書

⇒地域センター等

	知識及び能力を確認できる書類(写)
	一般廃棄物収集運搬業講習会修了証又は産業廃棄物収集運搬業新規講習会修了証
	×
	(注2)参照


(注1)それぞれの状況により、上記以外で追加資料の提出を指示することがあります。

(注2)指定する講習会の受付機関は次のとおり。※開催場所・日時は直接お問い合わせください。
　・一般廃棄物（ごみ）実務管理者講習
　　　　財団法人日本環境衛生センター　西日本支局研修部　（℡）092-593-8226
・産業廃棄物収集運搬業新規講習会

　　　　社団法人長崎県産業資源循環協会　　　　　　　　　（℡）095-832-8620
●申請手数料等

	申請手数料
	　新規・更新許可申請手数料　　１件につき 16,800円 
　変更許可申請手数料　　　　　１件につき 14,400円

	許可証の返還（更新時）
	　旧許可証は、新許可証交付時に返還してください。

（受領印が必要です）


(注3)申請手数料に関しては、不許可の場合でも条例の規定により返還できません。

(参考)長崎市手数料条例　

第6条　既納の手数料は、返還しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市環境部資源循環課廃棄物適正処理係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（電　話）095-829-1159（直通）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（ eq \o\ad(ﾌｧｯｸｽ,　　　)）095-829-1218
（参考）

　長崎市一般廃棄物処理実施計画（抜粋）　（法第６条第１項）

１　本市が処理する一般廃棄物の種類

①家庭系廃棄物（本市の区域内）

②本市の区域内の事業所が排出する事業系一般廃棄物（本市の処理施設で処理できるもので長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第７条第３項の基準に従うこと）

　　　ただし、上記①、②の廃棄物中、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第18条に規定する排出禁止物を除く。

２　一般廃棄物の処理主体

	一般廃棄物の種類
	搬入区分
	処理区分
	処理主体

	
燃やせるごみ

生ごみ、紙ごみ、布くず、木･竹ぎれ、紙おむつ、長さ１ｍ直径30cm未満に束ねた木製品等
	直営
	焼却処理
	長崎市

	
	委託
	
	

	
	許可・一般
	
	

	燃やせないごみ

金属類、ガラス･陶磁器、家庭電化製品等
	直営
	埋立処分
	

	
	委託
	
	

	
	許可・一般
	
	

	資源ごみ

空き缶、空きびん（ガラスびん）、ペットボトル
	直営・委託
	再資源化
	長崎市（専門業者委託）

	
	許可・一般
	
	


※　事業系一般廃棄物のうち、本市の処理施設で処理できないごみ（特別管理一般廃棄物を含む）は、事業所または処理業者による処理とする。

　長崎市一般廃棄物搬入基準　（規則第７条第３項）

（ごみ等の分別の徹底）

　１　一般廃棄物処理計画のごみ等の分別の基準に従って適正に分別し、市長が指定した一般廃棄物処理施設へ搬入すること。

	市長が指定する

一般廃棄物処理施設
	燃やせるごみ
	東工場・西工場

	
	燃やせないごみ
	三京クリーンランド埋立処分場

	
	資源ごみ
	三京クリーンランド埋立処分場ストックヤード


（搬入できないもの）

　２　産業廃棄物、法施行令第１条第８号に定める感染性一般廃棄物および処理困難物（搬入禁止物）を搬入しないこと。

（収集運搬基準の遵守）

　３　運搬車、運搬容器等は、一般廃棄物が飛散、流失および悪臭が漏れないように、必要な措置を講ずること。

（施設の維持管理）

　４　処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

（その他）

　５　前各号に定めるほか、市長が特に定める事項

　その他　

　１　一般廃棄物の収集運搬を行うにあたり、長崎市が条例で定める手数料の額を超える料金を受けてはなりません。　

　令和８年４月１日から「４５㍑あたり２００円」
　２　契約した収集運搬の業務を他人に委託してはなりません。
　３　以下の事項を記載した帳簿を備え、１年ごとに閉鎖後５年間、事業場ごとに保存しなければなりません。また、毎月の収集運搬の実績を集計し翌月の１０日までに市長への提出が必要です。　

　　① 収集または運搬年月日

　　② 収集区域または受入先

4  運搬方法および運搬先ごとの搬入量

　４　搬入券は、資源循環課の窓口で交付します。〔 ※ 地域センター等での交付は行いません。 〕
　５　下記の事項を変更した場合には、市長への届出が必要です。

　① 業の全部または一部を廃止したとき

　② 住所や、事務所の所在地を変更したとき

　③ 氏名または名称を変更したとき

　④ 法定代理人または役員を変更したとき

　⑤ 車両の変更（入替え・増車・廃車）、駐車場等の変更をしたとき

一般廃棄物収集運搬業許可申請書

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

（あて先）長崎市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人の場合は、その名称及び主たる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所の所在地並びに代表者の氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて、次のとおり申請します。



	事業の

範囲
	事業の区分
	　

	
	取り扱う廃棄物の種類
	　

	事務所の所在地
	　

　

　　　　　　　　　　　　　（電話）

	事業場の所在地
	　

　

　　　　　　　　　　　　　（電話）

	事業の用に供する施設の種類

及び数量
	　

　

　

	積替え又は保管を行う場合に

は、積替え又は保管の場所の

面積及び保管できる量
	　
　



	業務の区域
	

	事業開始予定年月日
	　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日


　　　添付書類

　１　事業計画の概要を記載した書類

　２　事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計画書並びに当該施設の付近の見取図

　３　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の履歴書

　４　申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

　５　申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

　６　申請者（し尿収集運搬業に係る申請者を除く。）が収集運搬の依頼を受けていることを証する書類

　７　事務所の付近の見取図

　８　その他市長が必要があると認める書類

１ 事業計画

（１）事業概要

	

	（２）作業計画

	一般廃棄物の種類
	収集地区
	収集時間
	処分先

	燃やせるごみ
	
	
	

	燃やせないごみ
	
	
	

	資源ごみ
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


備考）１　収集地区、収集時間など、一般廃棄物の種類ごとに記入すること。

      ２　再利用、再資源化するものについても記入すること。

(３）収集運搬の方法

	一般廃棄物
の種類
	取扱い予定量

（㍑／月）
	収集方法
	運搬方法
	保管方法
	処分先

	燃やせるごみ
	㍑/月
	
	
	
	

	燃やせないごみ
	㍑/月
	
	
	
	

	資源ごみ
	㍑/月
	
	
	
	

	
	㍑/月
	
	
	
	

	
	㍑/月
	
	
	
	

	
	㍑/月
	
	
	
	


備考）1　１月当たりの取扱い量、収集方法など一般廃棄物の種類ごとに記入すること。

　　　2　再利用、再資源化するものについても記入すること。

　 3  取り扱い予定量については、可燃ごみ･古紙類7kgあたり45㍑、不燃ごみ･資源ごみ3.5kg

　　　　 あたり45㍑として換算すること。

２ 事業の用に供する施設

（１）収集運搬施設

	種類
	型式
	最大積載量
（㎏）
	登録番号
	登録年月日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


備考）１　施設の登録証（車検証）の写しを添付すること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等を添付すること。

（２）運搬容器

	名称
	容量（㎏・㎥）
	数量
	仕様

	　
	
	
	


（３）積替え保管場所

	所在地　　
	（電話）

	名称
	面積
	仕様
	所有者氏名
	所有者住所

	
	
	
	
	


添付書類）１　自ら処分業を行う場合は処分業の許可証の写し

　　　　　２　施設の構造を明かにする図面および写真

　　　　　３　その他市長が必要と認める書類

３ 申請者の業務経歴

	年月日
	業務経歴

	
	　

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


備考）１　定款又は寄附行為及び登記事項証明書を添付すること。

４ 欠格条項に該当しない旨の申告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

（あて先）長崎市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　申告者　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号に規定する各項目のいずれにも該当しないことを申告します。

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号〕

イ　心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの（注①）
　ロ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ　拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

ニ　この法律、浄化槽法（昭和58年法律第43号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの（注②）若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。第32条の3第７項及び第32条の11第1項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治40年法律第45号）第204条 、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正15年法律第60号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
ホ　第７条の４第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項若しくは第14条の３の２第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項（これらの規定を第14条の６において読み替えて準用する場合を含む）又は浄化槽法第41条第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合（第７条の４第１項第３号又は第１４条の３の２第１項第３号（第１４条の６において準用する場合を含む。）に該当することにより許可が取り消された場合を除く。）においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 （平成５年法律第88号）第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第８条の５第６項及び第14条第５項第２号ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。）
へ　　第７条の４若しくは第14条の３の２（第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第41条第２項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第次条第３項（第14条の２第３項及び第14条の５第３項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分（再生することを含む。）の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第５号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの
ト　ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人（注③）であった者又は当該届出に係る個人（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）の政令で定める使用人（注③）であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

チ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

リ　営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの

ヌ　法人でその役員又は政令で定める使用人（注③）のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

ル　個人で政令で定める使用人（注③）のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

　注①　イの項目中、環境省令で定めるもの（規則第２条の２の２）とは、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
注②　ニの項目中、政令で定めるもの（令第４条の６）とは次のとおり。

　　　　・大気汚染防止法

　　　　・騒音規制法

　　　　・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

　　　　・水質汚濁防止法

　　　　・悪臭防止法

　　　　・振動規制法

　　　　・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

　　　　・ダイオキシン類対策特別措置法

　　　　・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

注③　ト、ヌ及びルの項目中、政令で定める使用人（令第４条の７）とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

　　　イ　本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）

　　　ロ　イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

５ 役員名簿

	氏名
	生年月日
	役職名
	就任年月日
	現住所
	備考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備考）１　登記簿に記載されたすべての役員（監査役を含む。）及び政令で定める使用人（申請者の使用人で本店、支店、事務所等の代表者）の氏名等を記入すること。

　　　２　全員の住民票（本籍地記載のもの）を添付すること。

６ 従業員数

	職員
	運転手
	作業員
	その他
	合計

	人
	人
	人
	人
	人


備考）同一人物が複数の職種を兼ねる場合は、その他に計上すること。

７ 他市町村での一般廃棄物収集運搬状況等

	区域名
	許可番号
	許可車両
	収集事業所数
	処分先

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


備考)　長崎市以外の区域を収集運搬している場合は、すべて記入すること。

８ 収集予定事業所名簿

	事業所名
	業種
	平均排出量（袋／月）
	１袋当たり eq \o\ad(の手数料,　　　　　)
	備考

	所在地
	電話番号
	可 燃
	不燃
	資源
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	


備考）平均排出量及び1袋あたりの手数料欄については、45㍑あたり1袋として換算すること。

　　　可燃ごみ･古紙類7kgあたり45㍑(１袋)、不燃ごみ･資源ごみ3.5kgあたり45㍑(１袋)とする。
 eq \o\ad(事務所平面図,　　　　　　　　　　　　)
	事務所所在地
	　  

	土地所有者
	住所
	
	氏名
	

	建物所有者
	住所
	
	氏名
	

	


備考）１　事務所内の状況がわかる図面であること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等の写しを添付すること。

事　務　所　見　取　図

	


備考）事務所付近の状況がわかる図面であること（ｾﾞﾝﾘﾝの写しを貼付することでも可）。

 eq \o\ad(事業場平面図,　　　　　　　　　　　　)
	事業場所在地
	　

	土地所有者
	住所
	
	氏名
	

	建物所有者
	住所
	
	氏名
	

	


備考）１　事業場の広さ（寸法等）及び車両の駐車位置がわかる図面であること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等の写しを添付すること。

事　業　場　見　取　図

	


備考）事業場付近の状況がわかる図面であること（ｾﾞﾝﾘﾝの写しを貼付することでも可）。

 eq \o\ad(車両の写真,　　　　　　　　　　　　)（１）

	登録番号
	
	最大積載量
	

	斜め前方からﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄが確認できるように写した写真を、

　　　　　　　　剥がれないように貼り付けること。

· 　新規申請にあっては、許可決定後に許可番号の表示を

　両側面に行い、その表示が確認できるよう写した写真を

　再提出すること。

　　例：　“長崎市一廃許可第○○号”

	　　　　　　　　　　斜め後方からﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄが確認できるように写した写真を、

　　　　　　　　　剥がれないように貼り付けること。

　　　　　　　　　　ダンプできない車両の場合は、安全帯の装備を確認できる
　　　　　　　　　写真を添付すること。


備考）１　自動車検査証の写しを添付すること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等の写しを添付すること。

 eq \o\ad(車両の写真,　　　　　　　　　　　　)（２）

	パッカー式・コンテナ式以外の車両は、一般廃棄物の飛散又は転落防止のためのシートを装着した状態が確認できるように写した写真を、剥がれないように貼り付けること。

	


一般廃棄物収集運搬業許可申請書

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年　○○月　○○日

（あて先）長崎市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所　長崎市○○町○○○番地○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○運輸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　代表取締役　○○　○○　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人の場合は、その名称及び主たる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所の所在地並びに代表者の氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０９５－８〇〇－〇〇〇〇
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて、次のとおり申請します。



	事業の

範囲
	事業の区分
	　収集運搬業

	
	取り扱う廃棄物の種類
	　一般廃棄物（ごみ）

	事務所の所在地
	　長崎市○○町○○番○○号
　〔主たる事務所の所在地を記入する。〕
　　　　　　　　　　　　　（電話）０９５－８○○－○○○○

	事業場の所在地
	　長崎市○○町○丁目○○番地○
　〔主たる事業場（車庫等）の所在地を記入する。〕
　　　　　　　　　　　　　（電話）０９５－８○○－○○○○

	事業の用に供する施設の種類

及び数量
	　塵芥車　　　　　２ｔ車　２台
　ダンプ　　　　　１ｔ車　２台
　キャブオーバ　　２ｔ車　１台　　　計　　５台

	積替え又は保管を行う場合に

は、積替え又は保管の場所の

面積及び保管できる量
	　な　　　し

　〔※原則、積替え保管行為は認めていません。〕

	業務の区域
	　別添収集予定事業所名簿に記載する事業所等

	事業開始予定年月日
	　新規申請の場合、「許可を得た日から」とする。
　更新許可申請の場合、許可期限の次の日を記入する。


　　　添付書類

　１　事業計画の概要を記載した書類

　２　事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計画書並びに当該施設の付近の見取図

　３　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の履歴書

　４　申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

　５　申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

　６　申請者（し尿収集運搬業に係る申請者を除く。）が収集運搬の依頼を受けていることを証する書類

　７　事務所の付近の見取図

　８　その他市長が必要があると認める書類

１ 事業計画

（1）事業概要

	【例】長崎市内の事業所等から収集した一般廃棄物（ごみ）を、長崎市一般廃棄物処理計画に従い適正に分別収集し、長崎市が指定する一般廃棄物処理施設へ搬入する。

なお、一部のものについては、再利用・再資源化を図る。

	（2）作業計画

	一般廃棄物の種類
	収集地区
	収集時間
	処分先

	燃やせるごみ
	〇〇地区

〇〇地区
	　８時～１２時

１３時～１６時
	１７時までに、

東工場・西工場に搬入する。

	燃やせないごみ
	〇〇地区

〇〇地区
	　８時～１２時

１３時～１６時
	１７時までに、

三京クリーンランド埋立処分場

に搬入する。

	資源ごみ
	〇〇地区

〇〇地区
	　８時～１２時

１３時～１６時
	１７時までに、

三京クリーンランド埋立処分場

資源ごみストックヤード

に搬入する。

	紙くず

（再資源化）
	〇〇地区

〇〇地区
	　８時～１２時

１３時～１６時
	〇〇時までに、

〇〇古紙回収会社

に搬入する。

	一般廃棄物の金属くず

（再資源化）
	〇〇地区

〇〇地区
	　８時～１２時

１３時～１６時
	〇〇時までに、

〇〇金属回収会社

に搬入する。

	
	
	
	


備考）１　収集地区、収集時間など、一般廃棄物の種類ごとに記入すること。

      ２　再利用、再資源化するものについても記入すること。

（3）収集運搬の方法

	一般廃棄物

の種類
	取扱予定量

（㍑／月）
	収集方法
	運搬方法
	保管方法
	処分先

	燃やせるごみ
	1,200㍑/月
	個別収集
	許可車両

での運搬
	なし
	東工場・西工場

	燃やせないごみ
	1,000㍑/月
	〃
	〃
	なし
	三京ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ

埋立処分場

	資源ごみ
	500㍑/月
	〃
	〃
	なし
	三京ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ

埋立処分場

資源ごみ

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

	紙くず

（再資源化）
	300㍑/月
	〃
	〃
	なし
	〇〇古紙回収

会社

	一般廃棄物の金属くず

（再資源化）
	1,000㍑/月
	〃
	〃
	なし
	〇〇金属回収

会社

	
	㍑/月
	
	
	
	


備考）1　１月当たりの取扱い量、収集方法など一般廃棄物の種類ごとに記入すること。

　　　2　再利用、再資源化するものについても記入すること。

　　　3  取り扱い予定量については、可燃ごみ･古紙類7kgあたり45㍑、不燃ごみ･資源ごみ3.5kg

　　　　 あたり45㍑として換算すること。

２ 事業の用に供する施設

（1）収集運搬施設

	種類
	型式
	最大積載量

（㎏）
	登録番号
	登録年月日

	塵芥車
	Ｋ－ＤＲＴ７２Ｄ
	２０００
	長崎１１

さ９９９９
	Ｈ11．９．10

	〃
	Ｔ－ＡＢＣ００Ｙ
	１８００
	長崎１１

す９９９９
	Ｈ11．９．23

	キャブオーバ
	Ａ－ＢＣＢ８８Ａ
	２０００
	長崎１１

せ７７７７
	Ｈ11．９．23

	ダンプ
	Ｚ－ＳＯＳ７７Ｂ
	１８００
	長崎１１

そ６６６６
	Ｈ11．９．23

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


備考）１　施設の登録証（車検証）の写しを添付すること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等を添付すること。

（2）運搬容器

	名称
	容　　　量（㎏・㎥）
	数量
	仕様

	　な　　　し
	
	
	


（3）積替え保管場所

	所在地　　な　　　し
	（電話）

	名称
	面積
	仕様
	所有者氏名
	所有者住所

	
	
	
	
	


添付書類）１　自ら処分業を行う場合は処分業の許可証の写し

　　　　　２　施設の構造を明かにする図面および写真

　　　　　３　その他市長が必要と認める書類

３ 申請者の業務経歴

	年月日
	業　　　　　務　　　　　経　　　　　歴

	
	　※現在に至るまでの法人の業務経歴を記入する。

	
	

	
	

	Ｓ55．５．10
	　㈲○○運送設立

	Ｈ元．４．２
	　長崎市一般廃棄物収集運搬業許可第○○号を受ける。

	
	　　同許可を更新し現在に至る。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


備考）１　定款又は寄附行為及び登記事項証明書を添付すること。

４ 欠格条項に該当しない旨の申告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇年〇〇月〇〇日　　
（あて先）長崎市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　申告者　住　所　長崎市〇〇町〇〇番〇〇号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社〇〇運輸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　代表取締役　〇〇　〇〇　　　　　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号に規定する各項目のいずれにも該当しないことを申告します。

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号〕

イ　心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの（注①）
　ロ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ　拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

ニ　この法律、浄化槽法（昭和58年法律第43号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの（注②）若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。第32条の3第７項及び第32条の11第1項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治40年法律第45号）第204条 、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正15年法律第60号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
ホ　第７条の４第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項若しくは第14条の３の２第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項（これらの規定を第14条の６において読み替えて準用する場合を含む）又は浄化槽法第41条第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合（第７条の４第１項第３号又は第１４条の３の２第１項第３号（第１４条の６において準用する場合を含む。）に該当することにより許可が取り消された場合を除く。）においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 （平成５年法律第88号）第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第８条の５第６項及び第14条第５項第２号ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。）
へ　　第７条の４若しくは第14条の３の２（第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第41条第２項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第次条第３項（第14条の２第３項及び第14条の５第３項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分（再生することを含む。）の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第５号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの
ト　ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人（注③）であった者又は当該届出に係る個人（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）の政令で定める使用人（注③）であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

チ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

リ　営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの

ヌ　法人でその役員又は政令で定める使用人（注③）のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

ル　個人で政令で定める使用人（注③）のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

　注①　イの項目中、環境省令で定めるもの（規則第２条の２の２）とは、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
注②　ニの項目中、政令で定めるもの（令第４条の６）とは次のとおり。

　　　　・大気汚染防止法

　　　　・騒音規制法

　　　　・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

　　　　・水質汚濁防止法

　　　　・悪臭防止法

　　　　・振動規制法

　　　　・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

　　　　・ダイオキシン類対策特別措置法

　　　　・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

注③　ト、ヌ及びルの項目中、政令で定める使用人（令第４条の７）とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

　　　イ　本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）

　　　ロ　イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

５ 役員名簿

	氏名
	生年月日
	役職名
	就任年月日
	現住所
	備考

	○○　○○
	Ｓ30．５．23
	代表取締役
	Ｓ55．８．23
	長崎市○○町○番○号
	

	○○　○○
	Ｓ30．５．23
	取締役
	Ｓ55．８．23
	長崎市○○町○番○号
	

	○○　○○
	Ｓ30．５．23
	取締役
	Ｓ60．５．10
	西彼長与町○○郷○○
	

	○○　○○
	Ｓ30．５．23
	取締役
	Ｓ63．７．31
	長崎市○○丁目○番地
	

	○○　○○
	Ｓ30．５．23
	監査役
	Ｓ55．８．23
	長崎市○○町○番○号
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備考）１　登記簿に記載されたすべての役員（監査役を含む。）及び政令で定める使用人（申請者の使用人で本店、支店、事務所等の代表者）の氏名等を記入すること。

　　　２　全員の住民票（本籍地記載のもの）を添付すること。

６ 従業員数

	職員
	運転手
	作業員
	その他
	合計

	○○人
	○○人
	○○人
	人
	○○人


備考）同一人物が複数の職種を兼ねる場合は、その他に計上すること。

７ 他市町村での一般廃棄物収集運搬状況等

	区域名
	許可番号
	許可車両
	収集事業所数
	処分先

	諫早市
	諫早市許可

第○○号
	長崎８８さ○○○○

長崎１１さ○○○○

長崎８８さ○○○○
	１０事業所
	○○焼却場

○○埋立処分場

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


備考)　長崎市以外の区域を収集運搬している場合は、すべて記入すること。

８ 収集予定事業所名簿

	事　業　所　名
	業　　種
	平均排出量（袋／月）
	1袋当たり eq \o\ad(の手数料,　　　　　)
	備　　考

	所　　在　　地
	電話番号
	可 燃
	不 燃
	資 源
	
	

	㈲〇〇電機店
	家電小売業
	1,000
	20
	200
	200円
	

	〇〇町〇〇番〇〇号
	829－1159
	
	
	
	
	

	〇〇飲食店
	飲食業
	1,500
	20
	200
	200円
	

	〇〇町〇丁目〇〇番〇号
	829－1159
	
	
	
	
	

	〇〇惣菜店
	食品小売業
	500
	20
	50
	200円
	

	〇〇町〇〇番地
	829－1159
	
	
	
	
	

	喫茶〇〇
	飲食業
	600
	10
	20
	200円
	

	〇〇町〇〇番〇〇号
	829－1159
	
	
	
	
	

	〇〇タタミ店
	畳小売業
	400
	10
	10
	200円
	

	〇〇町〇〇番地
	829－1159
	
	
	
	
	

	引越しごみ等の取り扱いにより、特定の排出事業所との契約がない場合は、その旨を記載すること。

（例）引越しごみ（収集予定事業所なし）

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	円
	

	
	
	
	
	
	
	


備考）平均排出量及び１袋あたりの手数料欄については、45㍑あたり１袋として換算すること。

　　　可燃ごみ･古紙類7kgあたり45㍑(１袋)、不燃ごみ･資源ごみ3.5kgあたり45㍑(１袋)とする。

 eq \o\ad(事務所平面図,　　　　　　　　　　　　)
	事務所所在地
	　  長崎市〇〇町〇〇番地〇

	土地所有者
	住所
	　長崎市〇〇町〇丁目〇〇番地〇

　（自己所有の場合は記入不要）
	氏名
	　〇〇　〇〇

	建物所有者
	住所
	　西彼時津町〇〇郷〇〇番地〇

　（自己所有の場合は記入不要）
	氏名
	　〇〇　〇〇

	


備考）事務所内の状況がわかる図面であること。

事　務　所　見　取　図

	


備考）事務所付近の状況がわかる図面であること（ｾﾞﾝﾘﾝの写しを貼付することでも可）。

 eq \o\ad(事業場平面図,　　　　　　　　　　　　)
	事業場所在地
	　長崎市〇〇町〇〇番〇〇号

	土地所有者
	住所
	　長崎市〇〇町〇丁目〇〇番地〇

　（自己所有の場合は記入不要）
	氏名
	　〇〇　〇〇

	建物所有者
	住所
	　西彼時津町〇〇郷〇〇番地〇

　（自己所有の場合は記入不要）
	氏名
	　〇〇　〇〇

	


備考）事業場の広さ（寸法等）及び車両の駐車位置がわかる図面であること。

事　業　場　見　取　図

	


備考）事業場付近の状況がわかる図面であること（ｾﾞﾝﾘﾝの写しを貼付することでも可）。

 eq \o\ad(車両の写真,　　　　　　　　　　　　)（１）

	登録番号
	長崎４４　あ○○○○
	最大積載量
	２０００㎏

	斜め前方からナンバープレートが確認できるように写した写真を、

　　　　　　　　剥がれないように貼り付けること。

· 　新規申請にあっては、許可決定後に許可番号の表示を

　両側面に行い、その表示が確認できるよう写した写真を

　再提出すること。

　　例：　“長崎市一廃許可第○○号”

	　　　　　　　　　　斜め後方からナンバープレートが確認できるように写した写真を、

　　　　　　　　　剥がれないように貼り付けること。

　　　　　　　　　　ダンプできない車両の場合は、安全帯の装備を確認できる
　　　　　　　　　写真を添付すること。


備考）１　自動車検査証の写しを添付すること。

　　　２　申請者に所有権等がない場合は、契約書等の写しを添付すること。

 eq \o\ad(車両の写真,　　　　　　　　　　　　)（２）

	パッカー式・コンテナ式以外の車両は、一般廃棄物の飛散又は転落防止のためのシートを装着した状態が確認できるように写した写真を、剥がれないように貼り付けること。

	


※申請を行う際は、事前に電話予約をお願いします。


予約なく来庁された場合は対応できない場合がありますのでご了承ください。





提出日





[記入例]





省略せずに記載してください





丸写しせず、実情にあった内容を記入してください





収集する地区が決まっていない場合は「長崎市内」と記載してください





８　収集予定事業所名簿と辻褄を合わせてください





提出日





省略せずに記載してください





個人を特定する書類ですので、省略せずに記入してください





正確に記入してください





実績報告書を提出している場合は空欄で結構です





※事業所と同一の場合は省略しても構いませんが、タイトルを「事業所・事業場見取図」としてください。








